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こ
ん
に
ち
は
！

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
す
！

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は
、
昨
年
12
月
３
日
に
き
ら
く

や
ま
ふ
れ
あ
い
の
丘
・
世
代
ふ

れ
あ
い
の
館
で
『「
い
つ
ま
で

も
安
心
し
て
在
宅
で
過
ご
す
た

め
に
」
〜
訪
問
看
護
の
実
際

〜
』
と
題
し
、
み
ら
い
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
片か
た
や
ま山
と
よ
子

氏
に
よ
る
講
演
会
を
開
催
し
ま

し
た
。

　

当
日
は
、
50
人

以
上
の
方
の
参
加

を
い
た
だ
き
ま
し

た
。講
演
で
は「
末

期
癌
の
方
に
対
す

る
看
護
方
法
に
つ

い
て
」「
床
ず
れ

の
あ
る
方
に
対
し

て
の
対
処
方
法
」

な
ど
お
話
し
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は

「
具
体
的
な
事
例

が
多
く
、
と
て
も

わ
か
り
や
す
か
っ

た
」「
ま
た
こ
の

　

 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
伊

奈
庁
舎
内
）
☎
57
‐
０
２
０
３

問 よ
う
な
講
演
会
が
あ
っ
た
ら
参

加
し
て
み
た
い
」
な
ど
の
声
が

寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

平
成
29
年
度
も
、在
宅
医
療
・

介
護
の
連
携
推
進
事
業
の
一
環

と
し
て
開
催
を
予
定
し
て
い
ま

す
。

講演に熱心に耳を傾ける参加者の皆さん

三
世
代
で
同
居
や
近
居
を
始
め
る
方
に

助
成
金
を
交
付
し
ま
す

　

こ
の
事
業
は
、「
三
世
代
で
同
居

ま
た
は
近
居
」
を
始
め
る
「
三
世
代

家
族
（
親
・
子
・
孫
）」
に
対
し
て
、

「
住
宅
の
取
得
な
ど
（
新
築
・
購
入
・

増
改
築
・
リ
フ
ォ
ー
ム
）」
に
要
す

る
費
用
の
一
部
に
つ
い
て
助
成
金
を

交
付
す
る
も
の
で
す
。

※
平
成
28
年
３
月
31
日
以
前
に
市
内

で
三
世
代
で
同
居
ま
た
は
近
居
し
て
い

る
方
は
、
こ
の
事
業
の
対
象
外
で
す
。

■
助
成
金
額

　
「
助
成
対
象
経
費
の
2
分
の
1
の

額
」
と
、
上
表
の
「
三
世
代
同
居
等

の
種
別
」
に
応
じ
た
「
助
成
金
の
上

限
額
」
の
い
ず
れ
か
低
い
方
の
額
と

な
り
ま
す
。

■
助
成
要
件

　

助
成
に
あ
た
っ
て
の
主
な
要
件
は

次
の
と
お
り
で
す
。

○
親
世
帯
ま
た
は
子
世
帯
の
一
方
が

三世代同居
などの種別

助成金の上限額

新築・購入 増改築・リフォーム

地元事業者 地元以外の
事業者 地元事業者 地元以外の

事業者
同居

（市内の同一住宅に居住） 100 万円 60 万円 70 万円 50 万円

近居
（同居以外で市内に居住） 80 万円 60 万円 60 万円 50 万円

　

  

伊
奈
庁
舎
み
ら
い
ま
ち
づ
く
り
課

☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線
１
２
０
５
）

問

■助成金額

　

つ
く
ば
み
ら
い
市
に
継
続
し
て
1

　

年
以
上
居
住
し
て
い
る
こ
と
。

○
親
世
帯
ま
た
は
子
世
帯
の
一
方
が

　

市
外
に
１
年
以
上
居
住
し
、
平
成

　

28
年
4
月
１
日
以
降
つ
く
ば
み
ら

　

い
市
に
転
入
す
る
こ
と
。

○
18
歳
未
満
の
孫
が
い
る
こ
と
（
出

　

産
予
定
の
胎
児
を
含
む
）。

○
三
世
代
で
同
居
ま
た
は
近
居
を
３

　

年
以
上
継
続
す
る
見
込
み
が
あ
る

　

こ
と
。

○
住
宅
の
取
得
な
ど
の
日
が
、
平
成

　

28
年
4
月
1
日
以
降
で
あ
る
こ
と
。

人
権
教
室
を
開
催
し
ま
し
た

　

人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
人
権
教
室

が
、
昨
年
10
月
と
12
月
に
わ
か
く
さ

幼
稚
園
、
十
和
小
学
校
、
豊
小
学
校

で
そ
れ
ぞ
れ
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
参

加
し
た
園
児
・
児
童
た
ち
は
、
人
権

擁
護
委
員
の
話
に
熱
心
に
耳
を
傾

け
、人
権
の
大
切
さ
を
学
び
ま
し
た
。

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
市
民
の
皆
さ

ん
の
相
談
パ
ー
ト
ナ
ー
で
す
。
女

性
・
子
ど
も
・
高
齢
者
な
ど
を
め
ぐ

る
人
権
の
問
題
や
近
隣
と
の
ト
ラ
ブ

ル
な
ど
身
近
な
問
題
を
解
決
す
る
方

法
を
、相
談
者
と
一
緒
に
考
え
ま
す
。

　

毎
月
１
回
「
人
権
相
談
所
」
を
開

設
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

豊小での人権教室の様子（12月 16 日）

※地元事業者：市内に本社・本店がある事業者


